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これまでの着手時の前金払（請負代金額の１０分の４以内）に加え，工期の２分の１を

経過し，一定の要件を満たしている場合には，保証事業会社の保証を条件に，請負代金額

の１０分の２以内の額を追加で前金払します。 

 

１ 対象工事 

前払金の支払を受けた工事のうち，請負代金額が１件１千万円以上で，かつ，工期が

９０日以上のもので，保証事業会社と中間前払金の保証契約を締結した工事とする。 

ただし，部分払を選択した工事については，中間前金払の対象としない。 

 

２ 中間前金払と部分払の選択 

落札者から契約締結時に「中間前金払・部分払選択届」の提出を求め，中間前金払又

は部分払のいずれかを選択させるものとする。 

この場合において，契約締結後の変更は認めない。 

なお，選択した中間前金払又は部分払について，必ず請求する必要はない。 

 

３ 対象となる経費の範囲 

次の要件すべてを満たす工事の材料費等に相当する額として必要な経費について， 

当該経費の４割を超えない範囲内で既にした前金払に追加して，当該経費の２割を超え

ない範囲内に限り前金払をすることができる。 

ア 工期の２分の１を経過していること。 

イ 工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る

作業が行われていること。 

ウ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上 

の額に相当するものであること。 

 

４ 中間前払金の額 

請負代金額の１０分の２以内とする。 

ただし， 中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の１０分の６ 

（低入札価格契約の場合は，１０分の４）を超えてはならない。 



 

 

５ 中間前金払の認定請求 

中間前払金の支払を請求しようとするときは，中間前金払認定請求書とともに工事履

行報告書を工事担当課へ提出し，上記３の要件を満たしていることの認定を受けなけれ

ばならない。 

 

６ 中間前金払の認定方法 

ア 認定請求書の提出があったときは，上記３の要件をすべて満たしていることの認定

を行う。この場合において，上記３のウの要件を満たしていることの認定は， 認定

請求書作成時点における現在日出来高に請負代金額を乗じて得た額により行うこと

ができるものとする。 

イ 認定結果については，原則として当該認定請求書を受理した日から７日以内に通知

する。この場合において，上記３の要件をすべて満たしていると認めたときは，中間

前金払認定調書を交付する。 

 

７ 中間前金払の請求 

中間前金払認定調書の交付を受けた者は，保証事業会社と中間前払金に関する保証契

約を締結した上で，当該保証契約証書（正副２通）とともに中間前金払請求書を工事担

当課に提出して，中間前金払の支払を請求する。 

 

８ 中間前払金の支払 

ア 中間前金払請求書を受理したときは，その日から起算して１４日以内に中間前払金

を支払う。 

イ 中間前払金の支払は，保証契約証書に記載された預託金融機関に対する振込みによ

り行う。 
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